
令和８年度がん検診普及啓発イベント企画運営業務委託 

企画提案要領 

 

１ 業務の名称 

  令和８年度がん検診普及啓発イベント企画運営業務 

 

２ 業務の趣旨・目的 

「がん」は日本人の死因の第１位で、およそ２人に１人がなるとされているが、早期に発見 

し治療すれば治る可能性の高い病気でもある。初期は自覚症状がない場合も多く、症状が出る 

前に検診で発見することが重要である。 

  そのため、県は、群馬県がん対策推進計画において、がん検診受診率を６０％以上とするこ

とを掲げている。しかし、現状ではその水準を大きく下回っている。 

  そこで、県民に対し、がん検診に関する正しい知識の普及啓発を行い、がん検診・早期発見

の重要性を理解してもらうことで、がん検診の受診率向上につなげることを目的として、がん

検診普及啓発イベントを実施する。 

ついては、本事業を委託する事業者を選定するため、以下の要領で企画提案を募集する。 

 

３ 業務の内容 

  本業務において委託する内容は以下のとおり。 

なお、詳細は別添「令和８年度がん検診普及啓発イベント企画運営業務委託仕様書」の 

とおり。 

 

  （１）イベントの開催及び効果検証 

    （２）既存メディアを活用した効果的なプロモーション 

  （３）イベント実施及び周知効果を高めるための独自施策 

 

４ 見積限度額 

  金２，７６５，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

  応募に要する経費は本限度額には含まず、提案者の負担とする。 

  選定事業者に対しては、企画提案に基づき業務内容を調整し、再度見積を依頼する。 

 

５ 優先交渉事業者選定数 

  １者 

  ※事前に県に報告の上、業務の一部再委託等によりほかの事業者等と連携し実施することは

差し支えない。 

 

６ 契約期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

７ 応募資格 

  次の条件を全て満たしていること。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していない者

であること。 



イ 破産宣告を受け復権していない者でないこと。 

ウ 銀行取引停止処分を受けている者でないこと。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立て、又は民事再生 

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続の申立てがなされている者でないこと。 

オ いかなる公共機関の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でないこと。 

カ 暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

キ 本店所在地において、国税及び地方税を滞納していないこと。 

ク 本店及び支店が日本国内にあること。 

 

８ 公募・選定スケジュール 

（１）募集開始       令和８年２月１８日（水） 

（２）質問受付期限     令和８年２月２７日（金） １２時００分【必着】 

（３）質問に対する回答   令和８年３月 ４日（水） （予定） 

（４）参加申込期限     令和８年３月 ６日（金） １７時００分【必着】 

（５）企画提案書等提出期限 令和８年３月１１日（水） １７時００分【必着】 

（６）１次審査（書面）   令和８年３月１３日（金） 

（７）１次審査結果通知   令和８年３月１８日（水） （予定） 

（８）２次審査（プレゼン） 令和８年３月２４日（火） 【オンライン】 

（９）優先交渉事業者の決定及び通知 

              令和８年３月３０日（月） （予定） 

（10）仕様書協議、契約締結及び業務の開始 

              令和８年４月１日以降    

 

９ 企画提案の募集にあたって配布する資料 

配布資料は、県ホームページからダウンロードすること。 

（１）令和８年度がん検診普及啓発イベント企画運営業務企画提案要領（本書） 

（２）令和８年度がん検診普及啓発イベント企画運営業務仕様書 

（３）参加申込書（様式１） 

（４）質問票（様式２） 

（５）企画提案書表紙（様式３） 

（６）業務実施体制表（様式４） 

（７）業務実績一覧表（様式５） 

（８）誓約書（群馬県暴力団排除条例第７条関係）（様式６） 

（９）個人情報保護に係る責任体制報告書（様式７） 

（10）課税（免税）事業者届出書（様式８） 

 

10 質問受付 

（１）提出様式 

質問票（様式２）による。 

（２）受付期限 

令和８年２月２７日（金） １２時００分【必着】 

（３）提出先 

「15 問い合わせ先」に同じ 

 



（４）提出方法 

電子メールによる。 

    ※件名を「質問（令和８年度がん検診普及啓発イベント企画運営業務委託）」とすること。 

     ※提出した旨を電話で連絡すること。 

（５）回答 

令和８年３月４日（水）までに、質問を行った全者に対し、電子メールにより回答を行

うほか、県ホームページに掲載する。 

なお、回答は企画提案要領及び仕様書の追加または修正等として扱うことがある。 

 

11 参加申込 

（１）提出様式 

参加申込書（様式１）による。 

（２）受付期限 

令和８年３月６日（金） １７時００分【必着】 

（３）提出先 

「15 問い合わせ先」に同じ 

（４）提出方法 

電子メールによる。 

※件名を「参加申込（令和８年度がん検診普及啓発イベント企画運営業務委託）」とするこ

と。 

  ※提出した旨を電話で連絡すること。 

 

12 応募の手続き等 

（１）提出書類 

以下の資料を提出すること。 

    ア 企画提案書表紙（様式３） 

   イ 企画提案書本体（任意様式）※おおむねＡ４サイズ２０枚以内とする 

ウ 業務実施体制表（様式４）及び業務実績一覧表（様式５） 

   エ 費用見積書（任意様式） 

      ※宛先は「群馬県知事 山本 一太」とし、内訳には各経費の単価、 

消費税及び地方消費税を明記すること。 

     ※見積額が上記４の限度額を超えた場合は失格とする。 

オ 実施スケジュール（任意様式） 

カ 誓約書（群馬県暴力団排除条例第７条関係）（様式６）（＊） 

キ 個人情報保護に係る責任体制報告書（様式７） 

ク 課税（免税）事業者届出書（様式８） 

   ケ 法人登記簿謄本（３ヶ月以内に発行されたもの）（＊） 

コ 納税証明書（国税：納税証明書「その３の３」、県税：完納証明書） 

サ 決算書の写し（直近のもの１期分（半期決算の場合は２期分））（＊） 

シ その他参考となる資料（会社概要パンフレット等） 

※県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがある。 

※「＊」のついた資料は「物件等購入契約資格者名簿」搭載者は提出不要。 

 

 



（２）企画提案書本体の記載事項 

ア 事業の企画内容 

「令和８年度がん検診普及啓発イベント企画運営業務委託仕様書」に基づき、イベント

実施内容等について記載すること。 

また、当該イベントの実施により、見込まれる効果をエビデンスと併せて提案するこ

と。 

イ 実績 

過去３年間での類似業務実績 

ウ その他 

その他、提供できるサービス、アピールしたい事項、本事業に関する提案等あれば自

由に記載すること。 

 

（３）提出期限 

   令和８年３月１１日（水） １７時００分【必着】 

 

（４）提出先 

「15 問い合わせ先」に同じ 

 

（５）提出方法 

     電子メールによる。 

※ データ容量が７ＭＢを超える場合は、提出方法について県に相談すること。 

    ※ 提出した旨を電話で連絡すること。 

 

（６）提出書類の取扱い 

ア 提出された応募書類は返却しない。 

イ 提出された一切の書類は、この募集に関する事務以外の目的では使用しない。 

ウ 提出された応募書類は、審査の必要上、複製することがある。 

 

（７）その他注意事項 

ア 提出期限後の事業者の都合による追加書類の提出、再提出及び差し替えは、一切認め 

ない。 

イ 事業者が提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該企画提案を無効にし、契約締結後

の場合には、契約を解除することがある。また、これにより県が損害を被った場合には、

賠償を請求することがある。 

ウ 提出後に辞退する場合には、速やかに連絡するとともに、その旨書面にて提出するこ

と。 

エ このプロポーザルの参加に係る手続、提出書類、ヒアリング等で使用する言語及び通

貨については、日本語及び日本国通貨とする。 

 

13 審査 

 （１）選考方法 

提出された企画提案書等による審査を行う。審査は別途設置する「令和８年度がん検診

普及啓発イベント企画運営業務委託事業者選定審査委員会」（仮称）が行う。 

 



 （２）１次審査 

   開 催 日：令和８年３月１３日（金） 

    審査内容：審査項目は（４）のとおり。審査員の合計点数上位の最大３者を２次審査進

出者として決定する。なお、同点のものがいた場合、審査項目イの順位の高

い者を上位とする。 

    結果通知：令和８年３月１８日（水）（予定） 

         審査結果は有効な申込者あてに個別に通知する。 

 

 （３）２次審査 

    開 催 日：令和８年３月２４日（火） １０時００分～１１時００分（予定） 

    開 催 方 式：オンライン方式（詳細は別途通知する。） 

    企画提案方法：プレゼンテーション １０分前後 

              質疑・応答  １０分以内 

    結 果 通 知：令和８年３月３０日（月） 

※２次審査対象事業者に個別に連絡するほか、県ホームページ上で公開する。 

※企画提案時間については、最大３者の場合を想定しているが、１次審査の結果により

変更することがある。 

 

 （４）審査項目  

ア 趣旨・目的の理解に関すること（事業の趣旨及び仕様書の内容に関する理解） 

イ イベント内容に関すること（訴求効果・拡散能力） 

ウ その他提案に関すること（効果的なサービスの提供・提案） 

エ 積算に関すること（企画・実施体制等に係る金額の妥当性） 

オ 実施体制等に関すること（業務遂行能力、事業実績） 

カ 総合評価（全体的な整合性） 

 

（５）失格 

    以下の項目に該当する者は失格とし、審査の対象としない。 

ア 本要領に適合しない書類を作成し、提出した場合 

イ 企画提案書の不備、提出期限に遅れた場合 

ウ その他、この要領に違反した場合 

 

14 契約 

（１）「13 審査」の審査基準に沿って、提出された企画提案書により審査を行い、最も評価の

高い企画提案を行ったと認められる者を本事業の優先交渉事業者とする。 

なお、審査結果についての異議申立は受け付けない。 

 

（２）「令和８年度がん検診普及啓発イベント企画運営業務仕様書」及びプロポーザルの提案内

容は、優先交渉事業者決定のためのものであり、契約時には改めて内容を協議したうえで、

予定価格の範囲内で契約する。 

なお、（１）の者と協議が整わない場合にあっては、次点者と協議の上、契約を締結する場

合がある。 

 

（３）契約締結に必要な経費は受託者の負担とする。 



（４）委託料の支払は、原則として事業完了後の精算払いとする。 

 

15 問い合わせ先 

群馬県健康福祉部  健康長寿社会づくり推進課 がん対策推進係  

電 話：０２７－２２６－２６１９ 

  メール：chouju@pref.gunma.lg.jp 


